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本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）を合算した工事費における処分費等の取扱いの

変更について（お知らせ） 
 
本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）とを合算して行なう場合の処分費の取り扱いに

ついては，平成２３年５月６日付け「本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）を合算し

た工事費における処分費等の取扱いの積算について」でお知らせしましたが，下記のとお

り積算方法を変更いたします。 
 

記 
 
１ 対象となる設計書 

１本の設計書で本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）があるもの。（費目数が２

以上の場合） 
 
２ 処理方法 

別紙１のとおり。 
 
３ 適用 

設計書の単価適用日の表示が，「Ｈ２５．０４．０１」以降の請負工事及び業務委託

から適用します。 
 
４ その他 

今回の積算方法は，複数の設計書を諸経費調整する場合は適用しませんので，その場

合は平成２３年５月６日付けの「本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）を合算した

工事費における処分費等の取扱いの積算について」に基づいて積算します。 
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別紙１

計算処理の順番等
①本工事＋附帯工事費（又は補
償工事費）の合算した工事費で
計算

工事費区分
本工事費＋附帯工事費（又は補

償工事費）の工事費
本工事費

附帯工事費
（又は補償工事費）

× 全金額率計算の対象とする

○ ×
処分費等が「共通仮設費対象額
(Ｐ)＋準備費に含まれる処分費」

割

「処分費等」の取扱いについて

処分費等の積算方法

②本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）の
各々で計算

全体設計書において率対象となる３％以内

× ○

○ ○
本工事費と附帯工事費（又は補償工事費）
の３％を超える金額は率計算の対象としな
い

※率計算の対象となる金額は３千万円を上限とする。

※Ｐ＝直接工事費+支給品費＋事業損失防止費＋処分費(準備費内)

に占める割合

　　　　○：３％以上
　　　　×：３％未満 ○

全体設計書において率対象となる３％以内
の処分等を，各費目の処分費等の金額に応
じて案分し，各費目の率対象額とする。


